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山
田
市
之
允
（
顕
義
）
は

十
四
才
で
松
下
村
塾
に
入
っ

た
。
最
年
少
で
、
か
つ
、
優

秀
で
も
あ
り
、
松
陰
も
喜
ん

で
、
元
服
時
に
扇
面
に
詩
を

書
い
て
贈
っ
た
。「
立
志
尚
特

異
　
俗
流
與
議
難
　
不
思
身

後
業
　
且
偸
目
前
安
　
百
年

一
瞬
耳
　
君
子
勿
素
餐
」
▼

師
松
陰
の
刑
死
後
は
、
他
の

塾
生
ら
と
共
に
、
尊
皇
攘
夷

の
活
動
を
し
、
四
境
戦
争
、

戊
辰
戦
争
、
西
南
戦
争
で
も

活
躍
し
「
用
兵
の
天
才
」
と

い
わ
れ
た
。
し
か
し
、
同
塾

の
年
長
者
の
山
県
有
朋
と
ソ

リ
が
合
わ
ず
、
陸
軍
か
ら
法

曹
界
に
転
進
、
法
務
卿
や
法

務
大
臣
を
務
め
、
特
に
民
法

の
整
備
に
心
血
を
注
い
だ
。

法
務
大
臣
の
時
に
皇
典
講
究

所
の
初
代
所
長
に
就
任
。
ま

た
、
日
本
法
律
学
校
を
設
立

し
た
。
後
に
、
前
者
が
國
學

院
大
學
、
後
者
が
日
本
大
学

と
な
り
、
こ
れ
が
両
大
学
の

学
祖
と
い
わ
れ
る
由
縁
で
あ

る
▼
彼
の
生
家
は
、
萩
の
東

の
は
ず
れ
、
東
光
寺
の
さ
ら

に
東
に
あ
り
、
戦
後
日
大
が

生
家
跡
と
裏
山
を
整
備
し

「
顕
義
園
」
と
名
付
け
た
公

園
に
な
っ
て
い
る
。
小
柄
な

山
田
顕
義
の
銅
像
が
あ
り
、

ま
た
、
各
学
部
の
卒
業
生
の

記
念
植
樹
も
数
多
く
あ
る
。

僕
は
数
回
訪
れ
た
が
、
誰
に

も
会
わ
な
か
っ
た
▼
日
大
の

指
導
者
達
が
頻
繁
に
訪
れ
、

建
学
の
精
神
を
思
い
、
心
新

た
に
し
て
い
れ
ば
、
近
年
の

日
大
の
大
不
祥
事
は
起
き
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

う
と
残
念
で
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
（
Ｋ
・
Ｙ
）

　
２
０
２
６
年
度
は
診
療

報
酬
改
定
年
と
な
っ
た

が
、
こ
れ
を
振
り
返
っ
て

一
言
で
表
す
な
ら
ば
『
メ

リ
ハ
リ
が
強
い
改
定
』
と

言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
急
性
期
診
療
部
分

に
つ
い
て
言
及
す
れ
ば

「
急
性
期
機
能
の
実
績
評

価
を
よ
り
明
確
に
し
た
改

定
」
と
も
考
え
ら
れ
る
。

地
域
医
療
構
想
調
整
会
議

だ
け
で
な
く
、
厚
生
労
働

省
の
改
定
資
料
に
お
い
て

も
、
医
療
提
供
体
制
の
持

続
可
能
性
を
確
保
す
る
観

点
か
ら
、
医
療
機
関
の
機

能
分
化
と
地
域
連
携
の
推

進
が
重
要
な
柱
と
し
て
示

さ
れ
て
い
る
。

　
急
性
期
医
療
に
つ
い
て

も
、
実
際
に
ど
の
程
度
そ

の
機
能
を
担
っ
て
い
る
か

と
い
う
実
績
に
基
づ
く
評

価
が
、
こ
れ
ま
で
以
上
に

重
視
さ
れ
る
方
向
性
が
示

さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、

救
急
搬
送
受
入
件
数
や
全

身
麻
酔
手
術
件
数
な
ど
、

急
性
期
医
療
の
実
績
を
示

す
指
標
が
評
価
の
中
で
よ

り
重
要
な
位
置
付
け
と
な

り
つ
つ
あ
る
。
こ
う
し
た

指
標
は
、
地
域
の
中
で
急

性
期
医
療
を
担
う
医
療
機

関
の
役
割
を
明
確
化
す
る

と
い
う
意
味
で
は
一
定
の

合
理
性
を
有
し
て
い
る
。

　
し
か
し
現
場
の
視
点
か

ら
見
る
と
、
急
性
期
機
能

を
維
持
す
る
こ
と
自
体
の

難
易
度
は
年
々
高
ま
っ
て

い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。

人
財
の
確
保
が
容
易
で
は

な
い
中
で
、
救
急
体
制
を

維
持
し
、
手
術
症
例
を
安

定
的
に
確
保
す
る
こ
と
は

決
し
て
簡
単
な
こ
と
で
は

な
い
。
特
に
民
間
の
急
性

期
病
院
で
は
、
人
財
確
保

と
症
例
集
積
の
双
方
を
同

時
に
成
立
さ
せ
る
こ
と
が

大
き
な
課
題
で
あ
り
、
地

域
の
医
療
需
要
に
応
え
る

た
め
救
急
医
療
を
担
い
な

が
ら
、
手
術
体
制
を
維
持

し
、
さ
ら
に
医
師
の
働
き

方
改
革
に
も
対
応
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
。
急
性
期

医
療
の
質
と
量
を
維
持
す

る
た
め
に
は
、
人
的
資
源

の
確
保
と
い
う
極
め
て
現

実
的
な
問
題
に
常
に
向
き

合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
た
、
物
価
上
昇
や
人

件
費
の
高
騰
も
病
院
経
営

に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
。
急
性
期
医
療
は

高
度
な
人
的
資
源
と
医
療

機
器
を
必
要
と
す
る
医
療

で
あ
り
、
そ
の
維
持
に
は

相
応
の
コ
ス
ト
が
か
か
る
。

診
療
報
酬
改
定
は
医
療
提

供
体
制
の
方
向
性
を
示
す

重
要
な
制
度
で
あ
る
が
、

現
場
で
は
人
材
確
保
、
病

床
運
営
、
救
急
受
入
と
い

っ
た
日
常
の
運
営
課
題
と

向
き
合
い
な
が
ら
医
療
提

供
を
継
続
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま

え
る
と
、
今
後
の
病
院
経

営
に
お
い
て
重
要
に
な
る

の
は
、
自
院
が
地
域
医
療

の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割

を
担
う
の
か
を
改
め
て
整

理
、
そ
し
てdecision 

m
ake

す
る
こ
と
で
あ
る
。

民
間
病
院
は
特
に
こ
れ
ま

で
ケ
ア
ミ
ッ
ク
ス
で
提
供

し
て
き
た
が
、
す
べ
て
の

医
療
機
関
が
同
じ
機
能
を

担
う
こ
と
は
現
実
的
で
は

な
く
、
救
急
医
療
や
手
術

医
療
を
中
心
と
し
た
急
性

期
機
能
を
強
化
す
る
の
か
、

あ
る
い
は
回
復
期
や
地
域

包
括
ケ
ア
と
の
連
携
を
重

視
す
る
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
の
医
療
資
源
や
人

口
構
造
を
踏
ま
え
た
戦
略

的
な
判
断
が
求
め
ら
れ
る
。

　
急
性
期
医
療
は
一
つ
の

医
療
機
関
だ
け
で
完
結
す

る
も
の
で
は
な
く
、
地
域

の
医
療
機
関
が
そ
れ
ぞ
れ

の
役
割
を
担
い
な
が
ら
支

え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

今
回
の
診
療
報
酬
改
定

は
、
急
性
期
医
療
の
機
能

と
役
割
を
改
め
て
見
直
す

契
機
と
も
言
え
る
。
地
域

医
療
の
中
で
自
院
が
担
う

急
性
期
機
能
を
見
直
し
、

持
続
可
能
な
医
療
提
供
体

制
を
構
築
し
て
い
く
こ
と

が
、
こ
れ
か
ら
の
病
院
経

営
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
医
療
法
人
社
団
筑
波
記

念
会
筑
波
記
念
病
院
・
理

事
長
）

現
場
か
ら
見
た
課
題
と
今
後
の
方
向
性

　
　
〜
病
院
機
能
を
考
え
る
〜

連
盟
　
理
事
　

小

關

　

剛

公
私
病
院
連
盟
と
日
本
病
院
会
の
共
催
で

令
和
８
年
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改
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説
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開
く
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厚
生
労
働
省
は
３
月
５
日

（
木
）
に
「
令
和
８
年
度
診

療
報
酬
改
定
」
を
告
示
す
る

と
と
も
に
、
同
省
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
上
に
改
定
の
説
明
資

料
や
関
係
法
令
・
通
知
等
を

ア
ッ
プ
し
た
。

　
こ
れ
に
伴
い
、
全
国
公
私

病
院
連
盟
と
日
本
病
院
会
は

共
催
で
「
令
和
８
年
度
診
療

師
に
は
厚
生
労
働
省
保
険
局

医
療
課
の
矢
野
好
輝
課
長
補

佐
を
招
聘
し
て
、
３
月
５
日

（
木
）
に
告
示
さ
れ
た
令
和

８
年
度
診
療
報
酬
改
定
の
説

明
を
受
け
た
。

　
な
お
、
当
日
の
模
様
は
３

月
12
日
に
ラ
イ
ブ
配
信
で
行

な
わ
れ
、
翌
日
か
ら
19
日
ま

で
録
画
配
信
を
行
っ
て
い

る
。

　
　
　
◆
　
　
　
◆
　
　
　

　
厚
生
労
働
省
保
険
局
医
療

課
は
３
月
23
日
付
で
、
今
回

の
診
療
報
酬
改
定
に
伴
う
事

務
連
絡
「
疑
義
解
釈
資
料
の

送
付
に
つ
い
て
（
そ
の
１
）」

を
発
出
し
て
い
ま
す
の
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

　
※
以
下
に
「
疑
義
解
釈
」

の
一
部
を
掲
載
し
ま
す
。

報
酬
改
定
説
明
会
」
を
３
月

12
日
（
木
）
に
開
催
し
て
い

る
。
当
日
は
、
日
本
病
院
会

の
相
澤
孝
夫
会
長
と
全
国
公

私
病
院
連
盟
の
邉
見
公
雄
会

長
が
開
催
挨
拶
を
行
っ
た

後
、
元
・
中
央
社
会
保
険
医

療
協
議
会
の
委
員
を
務
め
た

日
本
病
院
会
副
会
長
の
島
弘

志
先
生
の
司
会
に
よ
り
、
講

令
和
８
年
度
「
診
療
報
酬
改

定
」
に
伴
う
事
務
連
絡
「
疑

義
解
釈
（
そ
の
１
）」（
令
和

８
年
３
月
23
日
）

■
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
関

係
（
抜
粋
）

●
抗
菌
薬
適
正
使
用
体
制
加

算
【
問
１
】「
Ａ
０
０
０
」
初
診

料
の
注
14
及
び「
Ａ
０
０
１
」

再
診
料
の
注
18
に
規
定
す
る

抗
菌
薬
適
正
使
用
体
制
加
算

の
施
設
基
準
に
お
け
る
「
直

近
６
か
月
に
お
け
る
使
用
す

る
抗
菌
薬
の
う
ち
、A

cce
ss

抗
菌
薬
に
分
類
さ
れ
る

も
の
の
使
用
比
率
が
60
％
以

上
又
は
（
２
）
の
サ
ー
ベ
イ

ラ
ン
ス
に
参
加
す
る
診
療
所

全
体
の
上
位
30
％
以
内
で
あ

る
こ
と
」「
Ａ
２
３
４—

２
」

感
染
対
策
向
上
加
算
の
注
５

に
規
定
す
る
抗
菌
薬
適
正
使

用
体
制
加
算
の
施
設
基
準
に

お
け
る
「
直
近
６
か
月
に
お

け
る
入
院
中
の
患
者
以
外
の

患
者
に
使
用
す
る
抗
菌
薬
の

う
ち
、A

ccess

抗
菌
薬
に

分
類
さ
れ
る
も
の
の
使
用
比

率
が
60
％
以
上
又
は（
１
）の

サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
に
参
加
す

る
病
院
又
は
有
床
診
療
所
全

体
の
上
位
30
％
以
内
で
あ
る

こ
と
」
に
つ
い
て
、
ど
の
よ

う
に
確
認
す
れ
ば
よ
い
か
。

【
答
】
Ｊ—

Ｓ
Ｉ
Ｐ
Ｈ
Ｅ
及

び
診
療
所
版
Ｊ—

Ｓ
Ｉ
Ｐ
Ｈ

Ｅ
に
お
い
て
、
四
半
期
ご
と

に
抗
菌
薬
の
使
用
状
況
に
関

す
る
デ
ー
タ
の
提
出
を
受
け

付
け
、
対
象
と
な
る
期
間
に

お
い
て
使
用
し
た
抗
菌
薬
の

う
ちA

ccess

抗
菌
薬
の

割
合
及
び
参
加
医
療
機
関
全

体
に
お
け
る
パ
ー
セ
ン
タ
イ

ル
順
位
が
返
却
さ
れ
る
た

め
、そ
の
結
果（
初
診
料
等
に

お
け
る
抗
菌
薬
適
正
使
用
体

制
加
算
に
つ
い
て
は
診
療
所

版
Ｊ—

Ｓ
Ｉ
Ｐ
Ｈ
Ｅ
に
お
け

る
結
果
、
感
染
対
策
向
上
加

算
に
お
け
る
抗
菌
薬
適
正
使

用
体
制
加
算
に
つ
い
て
は
Ｊ

—

Ｓ
Ｉ
Ｐ
Ｈ
Ｅ
に
お
け
る
結

果
を
そ
れ
ぞ
れ
指
す
）
が
施

設
基
準
を
満
た
す
場
合
に
、

当
該
結
果
の
証
明
書
を
添
付

の
上
届
出
を
行
う
こ
と
。
な

お
、
使
用
し
た
抗
菌
薬
の
う

ちA
ccess

抗
菌
薬
の
割

合
及
び
参
加
医
療
機
関
全
体

に
お
け
る
パ
ー
セ
ン
タ
イ
ル

順
位
に
つ
い
て
は
、
提
出
デ

ー
タ
の
対
象
期
間
に
お
け
る

抗
菌
薬
の
処
方
件
数
が
30
件

以
上
あ
る
場
合
に
集
計
対
象

と
な
る
。（
※
令
和
８
年
度

の
デ
ー
タ
提
出
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
予
定
は
省
略
し
ま
す
）

【
問
２
】
問
１
に
つ
い
て
、

A
ccess

抗
菌
薬
に
分
類

さ
れ
る
も
の
の
使
用
比
率

は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う

に
計
算
さ
れ
る
の
か
。

【
答
】
各
抗
菌
薬
のA

cce
ss

抗

菌

薬

へ

の

該

当

性

（A
W

aR
e

分
類
に
お
け
る

位
置
づ
け
）
並
び
にA

cce
ss

抗
菌
薬
に
分
類
さ
れ
る

も
の
の
使
用
比
率
に
係
る
Ｊ

—

Ｓ
Ｉ
Ｐ
Ｈ
Ｅ
及
び
診
療
所

版
Ｊ—

Ｓ
Ｉ
Ｐ
Ｈ
Ｅ
に
お
け

る
計
算
方
法
に
つ
い
て
は
、

Ｊ—

Ｓ
Ｉ
Ｐ
Ｈ
Ｅ
及
び
診
療

所
版
Ｊ—

Ｓ
Ｉ
Ｐ
Ｈ
Ｅ
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
す
る
こ

と
。

　
な
お
、
令
和
８
年
10
月
頃

に
受
付
を
予
定
し
て
い
る
第

３
回
目
の
デ
ー
タ
提
出
以
降

の
評
価
に
お
い
て
は
、
ウ
イ

ル
ス
性
上
気
道
炎
や
急
性
下

痢
症
に
対
す
る
抗
菌
薬
の
使

用
状
況
を
重
点
的
に
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
す
る
観
点
か
ら
、
マ

ク
ロ
ラ
イ
ド
系
、
フ
ル
オ
ロ

キ
ノ
ロ
ン
系
、
テ
ト
ラ
サ
イ

相澤会長

邉見会長

島先生 矢野先生

診療報酬改定説明会開く診療報酬改定説明会開く
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1
面
か
ら
つ
づ
く

〰
〰

〰
〰

〰
〰

〰
〰

〰

４
面
へ
つ
づ
く

ク
リ
ン
系
、
Ｓ
Ｔ
合
剤
に
つ

い
て
、
14
日
以
上
の
処
方
を

14
日
分
と
み
な
し
て
集
計
さ

れ
る
こ
と
、ま
た
、リ
フ
ァ
キ

シ
ミ
ン
は
集
計
か
ら
除
外
さ

れ
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

●
電
子
的
診
療
情
報
連
携
体

制
整
備
加
算

【
問
３
】
令
和
８
年
５
月
31

日
に
お
い
て
現
に
医
療
Ｄ
Ｘ

推
進
体
制
整
備
加
算
及
び
診

療
録
管
理
体
制
加
算
の
施
設

基
準
を
届
け
出
て
い
る
保
険

医
療
機
関
が
、
同
年
６
月
１

日
以
降
に
電
子
的
診
療
情
報

連
携
体
制
整
備
加
算
を
算
定

す
る
場
合
は
、
改
め
て
届
出

を
行
う
必
要
が
あ
る
か
。

【
答
】
改
め
て
届
出
を
行
う

必
要
が
あ
る
。

●
外
来
デ
ー
タ
提
出
加
算
及

び
充
実
管
理
加
算
（
略
）

●
情
報
通
信
機
器
等
を
用
い

た
看
護
職
員
及
び
看
護
補

助
者
の
業
務
効
率
化
の
施

設
基
準

【
問
６
】「
基
本
診
療
料
の

施
設
基
準
等
及
び
そ
の
届
出

に
関
す
る
手
続
き
の
取
扱
い

に
つ
い
て
」（
令
和
８
年
３

月
５
日
保
医
発
０
３
０
５
第

７
号
）
別
添
２
の
第
２
の
19

の
（
３
）
に
お
い
て
、
病
棟

の
看
護
要
員
（
常
勤
職
員
に

限
る
）
の
１
人
１
月
当
た
り

の
超
過
勤
務
時
間
の
状
況
に

つ
い
て
月
平
均
10
時
間
以
下

と
あ
る
が
、
届
出
時
は
ど
の

よ
う
に
算
出
す
る
の
か
。

【
答
】
別
添
７
の
様
式
60
の

と
お
り
、
直
近
３
月
の
看
護

要
員
（
常
勤
職
員
に
限
る
）

の
月
平
均
超
過
勤
務
時
間
数

の
計
を
３
で
除
し
た
値
を
算

出
す
る
こ
と
。

（
例
）
８
月
に
届
出
を
す
る

養
食
事
指
導
等
の
継
続
的
な

支
援
を
行
う
こ
と
は
差
し
支

え
な
い
」と
さ
れ
て
い
る
が
、

当
該
病
棟
に
入
棟
予
定
の
患

者
に
つ
い
て
、
入
退
院
支
援

部
門
と
連
携
し
、
入
院
前
の

栄
養
状
態
の
評
価
等
を
行
う

こ
と
も
差
し
支
え
な
い
か
。

【
答
】
差
し
支
え
な
い
。

●
産
科
管
理
加
算

【
問
15
】「
Ａ
２
２
１—

３
」

産
科
管
理
加
算
に
お
い
て
、

分
娩
が
開
始
し
た
日
以
降
と

は
、陣
痛
発
来
に
よ
っ
て
分
娩

が
開
始
し
て
い
る
こ
と
を
認

め
入
院
し
た
日
や
未
陣
発
で

帝
王
切
開
術
に
よ
る
分
娩
と

な
る
日
を
含
め
て
も
よ
い
か
。

【
答
】
含
め
て
よ
い
。
予
定

帝
王
切
開
等
、
未
陣
発
で
帝

王
切
開
術
に
よ
る
分
娩
と
な

っ
た
場
合
は
、
手
術
の
開
始

時
刻
が
含
ま
れ
る
日
か
ら
当

該
加
算
を
算
定
で
き
る
。

　
※
以
下
略

●
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・

栄
養
・
口
腔
連
携
（
体
制
）

加
算

【
問
20
】「
Ａ
２
３
３
」
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
栄
養
・

口
腔
連
携
体
制
加
算
並
び
に

「
Ａ
３
０
４
」地
域
包
括
医
療

病
棟
入
院
料
の「
注
11
」及
び

「
Ａ
３
０
８—

３
」地
域
包
括

ケ
ア
医
療
病
棟
入
院
料
の

「
注
14
」に
規
定
す
る
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
栄
養
・
口

腔
連
携
加
算
の
施
設
基
準
の

う
ち
、
Ａ
Ｄ
Ｌ
が
低
下
し
た

患
者
の
割
合
の
計
算
の
対
象

で
あ
る
「
当
該
病
棟
を
退
院

又
は
転
棟
し
た
患
者
」
に
つ

い
て
、
令
和
８
年
度
診
療
報

酬
改
定
に
お
い
て
対
象
か
ら

除
く
患
者
と
し
て
、「
死
亡

退
院
及
び
終
末
期
の
が
ん
患

者
等
」
と
さ
れ
た
が
、
死
亡

退
院
及
び
終
末
期
の
が
ん
患

【
答
】
例
え
ば
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
感

染
症
の
拡
大
又
は
保
険
医
療

機
関
に
勤
務
す
る
多
数
の
職

員
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
等
に
感
染
す
る
と
い

っ
た
場
合
に
、
当
該
保
険
医

療
機
関
の
感
染
防
止
対
策
部

門
等
に
お
い
て
面
会
を
制
限

す
る
必
要
が
あ
る
と
判
断

し
、
患
者
及
び
そ
の
家
族
等

に
周
知
し
た
う
え
で
面
会
の

制
限
を
す
る
こ
と
等
が
該
当

す
る
。
な
お
、
状
況
に
応
じ

て
面
会
の
制
限
を
解
除
す
る

こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
。

●
や
む
を
得
な
い
事
情
に
お

け
る
施
設
基
準
等
に
関
す

る
取
扱
い

【
問
９
】「
基
本
診
療
料
の

施
設
基
準
等
及
び
そ
の
届
出

に
関
す
る
手
続
き
の
取
扱
い

に
つ
い
て
」（
令
和
８
年
３

月
５
日
保
医
発
０
３
０
５
第

７
号
）
第
３
の
３
に
規
定
す

る
「
突
発
的
で
想
定
が
困
難

な
事
象
に
よ
り
や
む
を
得
な

い
事
情
」
と
は
ど
の
よ
う
な

場
合
か
。

【
答
】
例
え
ば
、
以
下
の
よ

う
な
場
合
に
お
い
て
、
看
護

職
員
が
一
時
的
に
不
足
す
る

状
況
が
該
当
す
る
。

　
・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
等
の
感
染
症
の
拡
大

に
よ
り
患
者
を
受
け
入
れ
た

こ
と
に
よ
り
入
院
患
者
が
一

時
的
に
急
増
等
し
た
こ
と
又

は
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て

感
染
症
に
感
染
し
出
勤
が
で

き
な
い
看
護
職
員
が
増
加
し

た
場
合

　
・
看
護
職
員
や
家
族
の
突

発
的
な
体
調
不
良
等
に
よ
り

１
か
月
を
超
え
る
不
在
が
見

込
ま
れ
る
場
合

　
・
看
護
職
員
の
自
己
都
合

に
よ
る
急
な
離
職
等
が
複
数

定
す
る
「
患
者
及
び
家
族
と

症
状
や
退
院
後
の
生
活
も
含

め
た
話
合
い
」
及
び
（
６
）

に
規
定
す
る
「
文
書
で
患
者

又
は
家
族
に
説
明
」
は
ど
の

よ
う
に
対
応
す
れ
ば
よ
い
か
。

【
答
】「
患
者
の
意
思
決
定

支
援
や
退
院
後
の
生
活
に
向

け
た
調
整
を
行
う
に
当
た
っ

て
、
家
族
や
親
族
と
の
連
絡

が
困
難
で
あ
る
こ
と
」
に
該

当
す
る
理
由
や
連
絡
を
試
み

た
経
緯
等
を
診
療
録
等
に
記

載
す
れ
ば
よ
い
。
ま
た
、
こ

の
場
合
に
お
い
て
は
、
必
要

に
応
じ
て
、
患
者
の
退
院
に

向
け
た
支
援
を
す
る
者
等
に

説
明
を
行
う
等
の
対
応
を
行

う
こ
と
。

【
問
24
】「
Ｂ
０
０
５—

１

—

２
」
介
護
支
援
等
連
携
指

導
料
は
、
同
一
日
に
「
Ｂ
０

０
５
」
退
院
時
共
同
指
導
料

２
の
注
３
に
規
定
す
る
多
機

関
共
同
指
導
加
算
を
算
定
す

る
場
合
は
算
定
で
き
な
い
が
、

介
護
支
援
等
連
携
指
導
料
に

該
当
す
る
指
導
を
、
多
機
関

共
同
指
導
加
算
を
算
定
す
る

日
と
同
一
日
に
行
っ
た
場
合

は
、
施
設
基
準
通
知
第
26
の

５
の
１
の
（
５
）
に
規
定
す

る
「
Ａ
２
４
６
」
入
退
院
支

援
加
算
１
の
要
件
で
あ
る
介

護
支
援
等
連
携
指
導
料
の
算

定
回
数
に
含
め
て
よ
い
か
。

【
答
】
含
め
て
よ
い
。

●
地
域
医
療
体
制
確
保
加
算

【
問
25
】「
Ａ
２
５
２
」
地
域

医
療
体
制
確
保
加
算
２
の
施

設
基
準
に
お
い
て
「
各
特
定

診
療
科
の
術
前
術
後
の
管
理

等
に
携
わ
る
看
護
職
員
に
つ

い
て
集
中
治
療
、
術
後
疼
痛

管
理
、
呼
吸
ケ
ア
等
、
特
定

診
療
科
に
係
る
適
切
な
研
修

を
修
了
し
た
者
が
い
る
こ

と
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
特

場
合

　
月
平
均
超
過
勤
務
時
間

数
：
５
月
が
10
時
間
、
６
月

が
３
時
間
、
７
月
が
５
時
間

（
10
＋
３
＋
５
）
÷
３
＝
６

時
間

●
入
院
基
本
料
等
の
施
設
基

準
　

【
問
７
】「
基
本
診
療
料
の

施
設
基
準
等
及
び
そ
の
届
出

に
関
す
る
手
続
き
の
取
扱
い

に
つ
い
て
」（
令
和
８
年
３
月

５
日
保
医
発
０
３
０
５
第
７

号
）
別
添
２
の
第
２
の
４
の

（
２
）
キ
「
病
棟
内
の
看
護
要

員
が
当
該
病
棟
に
入
院
中
の

患
者
以
外
の
患
者
に
対
し
て

日
常
の
診
療
の
延
長
と
し
て

必
要
な
対
応
を
短
時
間
行
っ

た
場
合
」の
短
時
間
と
は
具
体

的
に
ど
の
程
度
を
指
す
の
か
。

【
答
】
30
分
程
度
を
指
す
。

な
お
、
保
険
医
療
機
関
内
で

生
じ
た
緊
急
対
応
等
の
不
測

の
事
象
に
対
応
し
た
こ
と

を
、
当
該
通
知
別
添
６
の
別

紙
６
の
「
２
看
護
業
務
の
計

画
に
関
す
る
記
録
」
に
記
録

し
管
理
す
る
こ
と
。
そ
の

際
、
①
緊
急
対
応
等
の
不
測

の
事
象
の
状
況
、
②
看
護
要

員
が
配
置
さ
れ
て
い
る
病
棟

を
離
れ
た
時
間
、
③
病
棟
内

で
看
護
要
員
が
十
分
に
入
院

患
者
の
看
護
に
当
た
る
こ
と

が
で
き
て
い
た
状
況
等
を
記

載
す
る
こ
と
。

【
問
８
】「
基
本
診
療
料
の

施
設
基
準
等
及
び
そ
の
届
出

に
関
す
る
手
続
き
の
取
扱
い

に
つ
い
て
」（
令
和
８
年
３
月

５
日
保
医
発
０
３
０
５
第
７

号
）
別
添
２
の
第
２
の
20
に

お
い
て
、「
感
染
対
策
上
の

必
要
に
よ
り
、
や
む
を
得
ず

面
会
の
制
限
を
行
う
場
合
」

と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う

な
場
合
が
該
当
す
る
か
。

者
の
他
に
は
、
ど
の
よ
う
な

患
者
が
該
当
す
る
の
か
。

【
答
】
医
学
的
に
終
末
期
と

判
断
さ
れ
る
が
ん
患
者
の

他
、
医
学
的
に
終
末
期
と
判

断
さ
れ
る
末
期
呼
吸
器
疾

患
、
末
期
心
不
全
、
末
期
腎

不
全
の
患
者
で
あ
っ
て
、
緩

和
ケ
ア
診
療
加
算
の
対
象
患

者
の
要
件
を
満
た
す
も
の
が

該
当
す
る
。
た
だ
し
、
末
期

呼
吸
器
疾
患
の
患
者
に
つ
い

て
は
、「
過
去
半
年
以
内
に

10
％
以
上
の
体
重
減
少
を
認

め
る
」
と
い
う
要
件
に
つ
い

て
は
満
た
さ
な
く
て
も
差
し

支
え
な
い
。

●
褥
瘡
ハ
イ
リ
ス
ク
患
者
ケ

ア
加
算

【
問
21
】「
Ａ
２
３
６
」
褥
瘡

ハ
イ
リ
ス
ク
患
者
ケ
ア
加
算

は
、
重
点
的
な
褥
瘡
ケ
ア
が

必
要
な
患
者
に
対
し
、
適
切

な
褥
瘡
予
防
・
治
療
の
た
め

の
予
防
治
療
計
画
に
基
づ
く

総
合
的
な
褥
瘡
対
策
を
継
続

し
て
実
施
し
た
場
合
、
入
院

か
ら
の
日
数
に
か
か
わ
ら
ず

算
定
可
能
か
。

【
答
】
算
定
要
件
を
満
た
し

て
い
れ
ば
、
入
院
か
ら
の
日

数
に
か
か
わ
ら
ず
褥
瘡
ハ
イ

ス
ク
患
者
ケ
ア
加
算
を
算
定

可
能
で
あ
る
。

●
バ
イ
オ
後
続
品
使
用
体
制

加
算
（
略
）

●
入
退
院
支
援
加
算

【
問
23
】「
Ａ
２
４
６
」
入
退

院
支
援
加
算
に
お
い
て
、
留

意
事
項
通
知
の
（
２
）
の
タ

に
規
定
す
る
「
患
者
の
意
思

決
定
支
援
や
退
院
後
の
生
活

に
向
け
た
調
整
を
行
う
に
当

た
っ
て
、
家
族
や
親
族
と
の

連
絡
が
困
難
で
あ
る
こ
と
」

に
該
当
し
、
か
つ
、
患
者
の

意
思
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
は
、（
３
）
に
規

重
な
っ
た
場
合

　
な
お
、
看
護
職
員
や
家
族

の
突
発
的
な
体
調
不
良
等
に

よ
り
１
か
月
を
超
え
る
不
在

が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
お
い

て
は
、
公
共
職
業
安
定
所
又

は
都
道
府
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ

ー
等
に
求
人
の
申
込
み
を
行

う
に
当
た
っ
て
、
職
員
の
短

期
的
な
不
在
を
補
う
た
め
だ

け
で
な
く
、
長
期
的
に
安
定

的
な
人
材
確
保
を
図
る
観
点

か
ら
求
人
内
容
を
検
討
す
べ

き
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る

こ
と
。

【
問
10
】「
基
本
診
療
料
の

施
設
基
準
等
及
び
そ
の
届
出

に
関
す
る
手
続
き
の
取
扱
い

に
つ
い
て
」（
令
和
８
年
３
月

５
日
保
医
発
０
３
０
５
第
７

号
）第
３
の
３
に
お
い
て
、「
１

年
に
１
回
に
限
る
」
の
１
年

は
い
つ
か
ら
起
算
す
る
の
か
。

【
答
】「
基
本
診
療
料
の
施

設
基
準
等
及
び
そ
の
届
出
に

関
す
る
手
続
き
の
取
扱
い
に

つ
い
て
」（
令
和
８
年
３
月

５
日
保
医
発
０
３
０
５
第
７

号
）
第
３
の
３
に
お
け
る
規

定
を
利
用
す
る
こ
と
と
な
っ

た
月
（
当
該
事
情
が
生
じ
た

日
の
属
す
る
月
の
翌
月
）
の

初
日
か
ら
起
算
す
る
。

【
問
11
】「
基
本
診
療
料
の

施
設
基
準
等
及
び
そ
の
届
出

に
関
す
る
手
続
き
の
取
扱
い

に
つ
い
て
」（
令
和
８
年
３

月
５
日
保
医
発
０
３
０
５
第

７
号
）
第
３
の
３
に
お
い

て
、「
公
共
職
業
安
定
所
又

は
無
料
職
業
紹
介
事
業
等
を

活
用
し
て
看
護
職
員
の
確
保

に
係
る
取
組
を
行
っ
て
い
る

場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
医

療
機
関
が
自
ら
採
用
情
報
を

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
公
表
す
る

等
、
看
護
職
員
確
保
に
係
る

取
組
を
積
極
的
に
行
っ
て
い

定
診
療
科
に
お
い
て
病
棟
業

務
に
携
わ
る
看
護
職
員
に
適

切
な
研
修
を
修
了
し
た
者
が

い
る
場
合
も
含
ま
れ
る
か
。

【
答
】
含
ま
れ
る
。

●
重
症
患
者
対
応
体
制
強
化

加
算

【
問
26
】「
Ａ
３
０
０
」
救
命

救
急
入
院
料
の
「
注
11
」
及

び
「
Ａ
３
０
１
」
特
定
集
中

治
療
室
管
理
料
の
「
注
６
」

に
掲
げ
る
重
症
患
者
対
応
体

制
強
化
加
算
の
施
設
基
準
に

お
け
る
「
救
命
救
急
入
院
料

１
又
は
特
定
集
中
治
療
室
管

理
料
に
係
る
届
出
を
行
っ
て

い
る
保
険
医
療
機
関
に
お
い

て
５
年
以
上
勤
務
し
た
経

験
」
に
つ
い
て
、
令
和
８
年

度
診
療
報
酬
改
定
前
の
期
間

の
経
験
に
つ
い
て
は
、
救
命

救
急
入
院
料
２
若
し
く
は
４

又
は
特
定
集
中
治
療
室
管
理

料
に
係
る
届
出
を
行
っ
て
い

る
保
険
医
療
機
関
に
お
け
る

経
験
を
指
す
の
か
。

【
答
】
そ
の
と
お
り
。

●
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
病
棟
入
院
料
、
特
定

機
能
病
院
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
病
棟
入
院
料

【
問
27
】「
疑
義
解
釈
資
料

の
送
付
に
つ
い
て
（
そ
の

１
）」（
令
和
６
年
３
月
28
日

医
療
課
事
務
連
絡
）
別
添
１

の
問
１
１
０
に
お
い
て
、

「
Ａ
３
０
８
」
回
復
期
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
入
院

料
１
及
び
３
並
び
に
「
Ａ
３

１
９
」
特
定
機
能
病
院
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
入
院

料
の
施
設
基
準
に
お
け
る
、

Ｆ
Ｉ
Ｍ
の
測
定
に
関
わ
る
職

員
を
対
象
と
し
た
Ｆ
Ｉ
Ｍ
の

測
定
に
関
す
る
研
修
の
対
象

職
員
と
し
て
、
Ｆ
Ｉ
Ｍ
の
測

定
を
担
当
す
る
看
護
職
員
も

該
当
す
る
と
さ
れ
て
い
る

る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
あ

る
が
、
自
ら
管
理
す
る
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
等
を
有
し
な
い
場

合
は
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る

か
。

【
答
】
自
ら
管
理
す
る
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
等
を
有
し
な
い
場

合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
は
な
い
。

●
急
性
期
病
院
一
般
入
院
基

本
料

【
問
12
】「
Ａ
１
０
０
」
急
性

期
病
院
一
般
入
院
基
本
料
の

施
設
基
準
に
お
け
る
「
看
護

師
長
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上

の
職
に
従
事
し
た
経
験
を
５

年
以
上
有
し
、
次
に
掲
げ
る

所
定
の
研
修
（
修
了
証
が
交

付
さ
れ
る
も
の
に
限
る
）」と

は
ど
の
よ
う
な
研
修
か
。

【
答
】
現
時
点
で
は
、
日
本

看
護
協
会
認
定
看
護
管
理
者

教
育
課
程「
サ
ー
ド
レ
ベ
ル
」

を
指
す
。

●
看
護
・
多
職
種
協
働
加
算

【
問
13
】
看
護
・
多
職
種
協

働
加
算
は
病
棟
ご
と
に
届
け

出
る
の
か
。
保
険
医
療
機
関

内
の
急
性
期
病
院
Ｂ
一
般
入

院
料
又
は
急
性
期
一
般
入
院

料
４
を
算
定
す
る
病
棟
全
体

で
届
け
出
る
の
か
。

【
答
】
保
険
医
療
機
関
内
の

急
性
期
病
院
Ｂ
一
般
入
院
料

又
は
急
性
期
一
般
入
院
料
４

を
算
定
す
る
一
般
病
棟
全
体

で
届
け
出
る
こ
と
。

●
入
院
栄
養
管
理
体
制
加
算

【
問
14
】「
Ａ
１
０
４
」
特
定

機
能
病
院
入
院
基
本
料
の

「
注
４
」に
規
定
す
る
入
院
栄

養
管
理
体
制
加
算
の
施
設
基

準
に
お
い
て
、
病
棟
に
専
従

配
置
さ
れ
て
い
る
管
理
栄
養

士
は
、「
当
該
病
棟
で
の
栄
養

管
理
業
務
に
影
響
の
な
い
範

囲
に
お
い
て
、
当
該
病
棟
か

ら
退
院
し
た
患
者
の
外
来
栄

が
、
令
和
８
年
度
診
療
報
酬

改
定
に
お
い
て
、「
Ａ
３
０

８
」
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
病
棟
入
院
料
２
及
び

４
の
要
件
と
し
て
追
加
さ
れ

た
「
Ｆ
Ｉ
Ｍ
の
測
定
に
係
る

研
修
」に
つ
い
て
も
同
様
か
。

【
答
】
同
様
で
あ
る
。
Ｆ
Ｉ

Ｍ
の
測
定
を
担
当
す
る
看
護

職
員
も
研
修
の
対
象
と
す
る

こ
と
。

【
問
28
】
令
和
８
年
度
診
療

報
酬
改
定
に
お
い
て
、
重
症

患
者
の
範
囲
及
び
重
症
患
者

割
合
の
基
準
が
変
更
さ
れ
た

が
、
令
和
８
年
６
月
以
降
に

重
症
患
者
の
割
合
を
計
算
す

る
際
、
令
和
８
年
５
月
31
日

ま
で
に
入
棟
し
た
患
者
の
取

扱
い
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば

よ
い
か
。

【
答
】
令
和
８
年
５
月
31
日

ま
で
に
入
棟
又
は
入
室
し
た

患
者
に
つ
い
て
は
、
令
和
８

年
度
診
療
報
酬
改
定
前
の
重

症
患
者
の
範
囲
及
び
重
症
患

者
割
合
の
基
準
を
用
い
て
よ

い
。
ま
た
、
算
出
対
象
期
間

が
令
和
８
年
５
月
と
同
年
６

月
を
ま
た
ぐ
場
合
、
新
規
入

院
患
者
の
う
ち
重
症
の
患
者

で
あ
る
割
合
の
基
準
に
つ
い

て
は
、
令
和
８
年
度
診
療
報

酬
改
定
後
の
基
準
を
用
い
て

よ
い
。

【
問
29
】「
基
本
診
療
料
の

施
設
基
準
等
及
び
そ
の
届
出

に
関
す
る
手
続
き
の
取
扱
い

に
つ
い
て
」（
令
和
８
年
３

月
５
日
保
医
発
０
３
０
５
第

７
号
）
第
11
の
（
13
）
の
ア

に
規
定
す
る
「
高
次
脳
機
能

障
害
の
患
者
に
適
し
た
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
も
の
の
情

報
を
あ
ら
か
じ
め
把
握
で
き

る
体
制
」、
イ
に
規
定
す
る

「
ア
の
情
報
を
高
次
脳
機
能

障
害
の
患
者
及
び
家
族
等
に

説
明
の
上
、
提
供
で
き
る
体

制
」
と
は
、
具
体
的
に
ど
の

よ
う
な
体
制
を
指
す
の
か
。

ま
た
、
地
域
の
全
て
の
情
報

を
把
握
し
、
患
者
に
説
明
で

き
る
必
要
が
あ
る
か
。

【
答
】医
療
機
関
に
お
い
て
、

地
域
の
様
々
な
事
業
所
の
う

ち
高
次
脳
機
能
障
害
の
患
者

に
適
し
た
も
の
に
関
す
る
情

報
の
把
握
を
行
っ
た
う
え
で
、

全
て
の
高
次
脳
機
能
障
害
の

患
者
の
退
院
時
に
、
患
者
及

び
家
族
等
に
、
当
該
情
報
を

提
供
で
き
る
状
態
を
い
う
。

た
だ
し
、
事
業
所
の
特
性
に

よ
ら
ず
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

等
を
提
供
す
る
全
て
の
事
業

所
の
情
報
を
患
者
に
提
供
す

る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
は

な
い
。
そ
の
上
で
、「
診
療
報

酬
の
算
定
方
法
の
一
部
改
正

に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項

に
つ
い
て
」（
令
和
８
年
３

月
５
日
保
医
発
０
３
０
５
第

６
号
）の「
Ａ
３
０
８
回
復
期

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟

入
院
料
」
の
（
17
）
の
イ
に

お
い
て
、
実
際
に
情
報
を
提

供
し
て
い
る
こ
と
が
算
定
要

件
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
留

意
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
地

域
の
情
報
の
把
握
・
整
理
に

一
定
の
時
間
を
要
す
る
こ
と

を
踏
ま
え
、
令
和
８
年
12
月

31
日
ま
で
は
、
速
や
か
に
情

報
提
供
が
で
き
る
よ
う
、
情

報
の
把
握
や
整
理
を
現
に
実

施
し
て
い
る
場
合
も
含
む
こ

と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
も
可
能
な
限
り
早
期
に

当
該
体
制
を
と
り
提
供
を
行

う
よ
う
準
備
を
行
う
こ
と
。

●
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
強
化
体
制
加
算

【
問
30
】「
Ａ
３
０
８
」
回
復

の
要
素
抽
出
支
援
や
将
来
の

Ｄ
Ｐ
Ｃ
制
度
下
で
の
査
定
リ

ス
ク
低
減
、
コ
マ
ン
ド
セ
ン

タ
ー
で
の
看
護
価
値
の
可
視
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全
国
公
私
病
院
連
盟（
第
21
回
）

「
Ｄ
Ｐ
Ｃ
セ
ミ
ナ
ー
」開
く

　
全
国
公
私
病
院
連
盟
は
２
月
25
日
に
第
21
回
「
Ｄ
Ｐ
Ｃ
セ
ミ
ナ
ー
」
を
「
全
国
都

市
会
館
」（
東
京
都
千
代
田
区
）
で
開
催
し
た
。
講
師
に
は
、
①
石
川
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン

光
一
先
生
（
国
際
医
療
福
祉
大
学
大
学
院
医
学
研
究
科
・
教
授
）
②
高
橋
泰
先
生
（
国

際
医
療
福
祉
大
学
・
大
学
院
教
授
）、
③
牧
野
憲
一
先
生
（
旭
川
赤
十
字
病
院
名
誉
院

長
・
特
別
顧
問
）
④
橋
場
哲
也
先
生
（
国
立
大
学
法
人
旭
川
医
科
大
学
事
務
局
医
事

課
・
課
長
補
佐
）
の
４
氏
を
招
聘
し
、
本
連
盟
の
中
村
哲
也
副
会
長
（
医
療
法
人
社

団
明
芳
会
板
橋
中
央
総
合
病
院
・
理
事
長
）
が
座
長
を
務
め
た
。
以
下
に
高
橋
・
牧

野
・
橋
場
氏
の
講
演
要
旨
を
掲
載
す
る
。

　
診
療
報
酬
改
定
２
０
２
６

に
は
３
つ
の
大
き
な
特
徴
が

あ
る
。
一
つ
は
直
面
す
る
課

題
で
あ
る
「
人
件
費
高
騰
・

物
価
上
昇
等
に
よ
り
多
く
の

医
療
機
関
の
経
営
が
悪
化
し

危
機
的
状
況
」
に
対
応
し
て

い
る
こ
と
、
も
う
一
つ
が

「
２
０
４
０
年
に
向
け
た
新

　
本
講
演
は
、
医
療
Ｄ
Ｘ
を

「
ク
ラ
ウ
ド
・
サ
ー
ビ
ス
を

前
提
に
医
療
提
供
の
方
法
を

変
え
る
こ
と
」、
す
な
わ
ち

医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
の
ク
ラ

ウ
ド
・
ネ
イ
テ
ィ
ブ
化
と
し

て
捉
え
、
①
病
院
経
営
・
運

用
、
②
記
録
（
診
療
録
・
看

護
記
録
）
の
構
造
変
革
と
い

う
二
つ
の
軸
か
ら
論
じ
る
。

　
ま
ず
２
０
２
６
年
度
診
療

報
酬
改
定
で
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
・

Ａ
Ｉ
活
用
に
よ
り
看
護
師
や

医
師
事
務
作
業
補
助
者
の
配

置
基
準
を
柔
軟
化
し
得
る
方

向
性
が
示
さ
れ
、「
過
酷
な

労
働
環
境
を
改
善
し
た
病
院

へ
の
ボ
ー
ナ
ス
」
と
い
う
政

　
近
年
、
労
働
人
口
の
減
少

に
伴
い
、
医
療
機
関
で
は
職

員
一
人
当
た
り
の
業
務
負
担

が
増
加
し
、
業
務
効
率
化
と

労
働
環
境
整
備
が
急
務
と
な

た
な
地
域
医
療
構
想
」
に
寄

り
添
っ
た
議
論
が
行
わ
れ
て

き
た
こ
と
、
３
つ
め
が
救
急

患
者
の
受
入
れ
度
合
い
に
よ

り
病
院
を
分
け
て
い
る
点
で

あ
る
。

　
ま
ず
今
回
の
改
定
の
一
つ

目
の
特
徴
と
言
え
る
の
が
改

定
率
で
あ
る
。
本
体
部
分
が

プ
ラ
ス
３
・
09
％
、
薬
価
等

の
マ
イ
ナ
ス
０
・
87
％
と
合

わ
せ
た
全
体
の
改
定
率
も
プ

ラ
ス
２
・
22
％
と
２
０
０
０

年
以
降
の
改
定
の
中
で
は
最

も
高
い
プ
ラ
ス
改
定
と
な
っ

た
。
尚
、
本
体
部
分
の
プ
ラ

策
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
現
場
を
動

か
す
。
そ
の
実
装
基
盤
と
な

る
の
が
ク
ラ
ウ
ド
・
ネ
イ
テ

ィ
ブ
で
あ
り
、
単
な
る
ク
ラ

ウ
ド
へ
の
載
せ
替
え
（
ク
ラ

ウ
ド
リ
フ
ト
）
で
は
な
く
、

政
府
ク
ラ
ウ
ド
等
の
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
を
前
提
に
設
計

・
開
発
・
運
用
を
変
え
る
点

に
本
質
が
あ
る
。

　
利
用
者
視
点
で
は
、
マ
ル

チ
テ
ナ
ン
ト
に
よ
る
低
価
格

化
、
他
シ
ス
テ
ム
と
の
高
い

互
換
性
、
Ｗ
ｅ
ｂ
ブ
ラ
ウ
ザ

方
式
に
よ
る
柔
軟
運
用
、
ゼ

ロ
ト
ラ
ス
ト
を
核
と
す
る
高

水
準
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
と
い

う
四
つ
の
利
点
が
、
電
子
カ

ル
テ
の
低
コ
ス
ト
化
と
連
携

サ
ー
ビ
ス
（
予
約
・
資
格
確

認
・
処
方
連
携
等
）
の
実
現

を
後
押
し
す
る
。
同
時
に
、

合
理
化
が
雇
用
や
「
働
く
意

味
」
を
揺
さ
ぶ
る
と
い
う
光

と
影
を
踏
ま
え
、
医
療
で
は

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
患
者

ニ
ー
ズ
の
多
様
化
に
対
応
す

る
た
め
、
医
療
Ｄ
Ｘ
の
推
進

は
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か

し
、
厚
生
労
働
省
の
施
策
の

み
で
は
現
場
の
業
務
効
率
化

は
十
分
と
は
言
え
ず
、
Ａ
Ｉ

や
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
さ

ら
な
る
Ｄ
Ｘ
の
推
進
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。

　
病
院
に
お
け
る
事
務
職
員

の
業
務
で
は
、
診
療
報
酬
制

Ｄ
Ｘ
を
「
人
を
減
ら
す
」
た

め
で
は
な
く
、「
人
が
人
に

向
き
合
う
時
間
を
取
り
戻

す
」
た
め
に
用
い
る
べ
き
だ

と
提
起
す
る
。

　
後
半
は
、
２
０
２
７
年
に

迫
る
Ｉ
Ｃ
Ｄ-‌

11
移
行
を
契

機
に
、
記
録
を
「
日
記
」
か

度
の
複
雑
化
に
加
え
、
レ
セ

プ
ト
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
や
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
よ
る

資
格
確
認
、
電
子
処
方
箋
な

ど
、
対
応
す
べ
き
Ｄ
Ｘ
が
増

え
、
常
に
新
た
な
知
識
や
ス

キ
ル
が
必
要
と
な
っ
て
い

る
。
一
方
で
、
Ａ
Ｉ
の
精
度

や
患
者
が
使
い
や
す
い
仕
組

み
で
あ
る
か
と
い
っ
た
課

題
、
さ
ら
に
賃
上
げ
や
物
価

上
昇
で
病
院
経
営
が
厳
し
い

中
、
導
入
に
は
多
額
の
費
用

が
か
か
る
た
め
、
費
用
対
効

果
の
検
証
が
欠
か
せ
な
い
。

な
ぜ
Ｄ
Ｘ
を
導
入
す
べ
き

か
、
働
き
方
改
革
や
患
者
サ

ー
ビ
ス
向
上
な
ど
、
効
果
を

明
確
に
す
る
こ
と
が
重
要
で

ら
再
利
用
可
能
な
デ
ー
タ
へ

進
化
さ
せ
る
必
要
性
を
示

す
。
生
成
Ａ
Ｉ
活
用
が
進
む

ほ
ど
、
実
施
事
実
と
予
定
が

混
在
す
る
記
録
は
誤
認
（
ハ

ル
シ
ネ
ー
シ
ョ
ン
）
を
誘
発

し
や
す
い
。
そ
こ
で
Ｓ
Ｏ
Ａ

Ｐ
を
否
定
す
る
の
で
は
な

く
、
介
入
を
独
立
項
目
Ｉ
と

し
て
明
示
し
、
主
題
Ｆ
を
先

頭
に
置
く
Ｆ-

Ｓ
Ｏ
Ａ
Ｉ
Ｐ

を
、
誤
認
リ
ス
ク
低
減
・
多

職
種
連
携
・
教
育
効
率
化
の

観
点
か
ら
位
置
づ
け
る
。

　
さ
ら
に
、
Ｆ-

Ｓ
Ｏ
Ａ
Ｉ

Ｐ
の
「
Ｉ
」
に
蓄
積
さ
れ
る

確
定
事
実
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｄ-‌
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あ
る
。

　
本
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
事
務

部
門
で
実
際
に
取
り
組
ん
だ

三
つ
の
事
例
を
紹
介
す
る
。

　
第
一
に
、
Ａ
Ｉ
を
活
用
し

た
レ
セ
プ
ト
チ
ェ
ッ
ク
シ
ス

テ
ム
の
導
入
で
あ
る
。従
来
、

レ
セ
プ
ト
点
検
は
膨
大
な
時

間
と
人
手
を
要
し
て
い
た

が
、Ａ
Ｉ
に
よ
る
自
動
チ
ェ
ッ

ク
で
作
業
時
間
を
大
幅
に
削

減
し
、超
過
勤
務
の
減
少
、保

留
レ
セ
プ
ト
の
減
少
、
点
検

精
度
の
標
準
化
を
実
現
し
た
。

た
だ
し
、
Ａ
Ｉ
の
み
で
は
判

断
が
難
し
い
事
例
も
あ
り
、人

と
の
共
存
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
患
者
通
院
支
援

ア
プ
リ
の
導
入
で
あ
る
。
診

療
後
の
料
金
計
算
待
ち
時
間

は
患
者
満
足
度
に
直
結
す
る

課
題
で
あ
っ
た
が
、
後
払
い

機
能
を
備
え
た
ア
プ
リ
を
導

入
す
る
こ
と
で
、
待
ち
時
間

短
縮
と
業
務
平
準
化
を
達
成

の
要
素
抽
出
支
援
や
将
来
の

Ｄ
Ｐ
Ｃ
制
度
下
で
の
査
定
リ

ス
ク
低
減
、
コ
マ
ン
ド
セ
ン

タ
ー
で
の
看
護
価
値
の
可
視

化
に
も
接
続
し
得
る
。
結
論

と
し
て
、
ク
ラ
ウ
ド
・
ネ
イ

テ
ィ
ブ
と
記
録
構
造
の
刷
新

を
一
体
で
進
め
、
病
院
全
体

の
共
通
言
語
を
育
て
る
こ
と

が
、
人
口
減
少
下
で
の
品
質

と
生
産
性
の
両
立
に
不
可
欠

で
あ
る
。

診
療
報
酬
改
定
２
０
２
６
が
示
す

今
後
の
地
域
医
療

牧
　
野
　
憲
　
一

医
療
Ｄ
Ｘ
と

ク
ラ
ウ
ド
・
ネ
イ
テ
ィ
ブ

高
　
橋
　
　
　
泰

事
務
部
門
に
お
け
る
医
療
Ｄ
Ｘ
の
推
進

　
～
Ａ
Ｉ
に
よ
る
レ
セ
プ
ト
チ
ェ
ッ
ク
と

患
者
通
院
支
援
ア
プ
リ
の
導
入
～
　

橋
　
場
　
哲
　
也

会場のもよう

ス
３
・
09
％
に
つ
い
て
は
令

和
８
年
度
に
プ
ラ
ス
２
・
41

％
、
令
和
９
年
度
に
プ
ラ
ス

３
・
77
％
の
平
均
で
あ
り
、

段
階
的
に
引
き
上
げ
ら
れ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
内
訳
を
み
る
と
物
価

対
応
分
（
プ
ラ
ス
０
・
76
％
）

の
中
の
プ
ラ
ス
０
・
49
％
、

経
営
悪
化
緊
急
対
応
分
（
プ

ラ
ス
０
・
44
％
）
の
中
の
プ

ラ
ス
０
・
40
％
と
多
く
の
部

分
が
病
院
医
療
に
対
し
て
振

り
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
特
徴

と
言
え
る
。

　
２
つ
目
の
特
徴
に
つ
い
て

は
社
会
保
障
審
議
会
で
示
さ

れ
た
令
和
８
年
度
診
療
報
酬

改
定
の
基
本
方
針
の
概
要
に

お
け
る
「
改
定
の
基
本
的
視

点
と
具
体
的
方
向
性
」
の

（
２
）
に
「
２
０
４
０
年
頃

を
見
据
え
た
医
療
機
関
の
機

能
の
分
化
・
連
携
と
地
域
に

お
け
る
医
療
の
確
保
、
地
域

包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
推

進
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
。
新
た
な
地
域
医
療
構

想
に
お
い
て
は
医
療
機
関
機

能
を
急
性
期
拠
点
機
能
、
高

齢
者
救
急
・
地
域
急
性
期
機

能
、
在
宅
医
療
等
連
携
機

能
、
専
門
等
機
能
に
分
け
て

い
る
。

　
こ
の
中
で
、
急
性
期
機
能

が
２
つ
存
在
し
て
い
る
が
そ

れ
ら
を
診
療
報
酬
上
で
ど
の

よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
が
中

央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
の

中
で
議
論
さ
れ
た
。
そ
し
て

急
性
期
拠
点
機
能
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
る
の
が
新
設
さ

れ
た
が
急
性
期
病
院
一
般
入

院
料
で
あ
る
。
入
院
料
Ａ
と

入
院
料
Ｂ
が
存
在
し
て
お

り
、
入
院
料
Ｂ
は
人
口
規
模

が
少
な
い
医
療
圏
の
拠
点
を

意
識
し
て
い
る
。

　
こ
れ
に
は
看
護
・
多
職
種

協
働
加
算
も
設
定
さ
れ
高
齢

者
に
必
要
な
包
括
期
医
療
を

意
識
し
た
内
容
に
な
っ
て
い

る
。
さ
ら
に
総
合
入
院
体
制

加
算
と
急
性
期
充
実
体
制
加

算
を
統
合
し
急
性
期
総
合
体

制
加
算
と
な
り
、
こ
れ
が
急

性
期
拠
点
機
能
に
必
要
な
要

件
と
考
え
ら
れ
る
。
救
急
搬

送
受
入
が
重
要
な
要
件
で
あ

り
、
急
性
期
病
院
一
般
入
院

料
に
お
い
て
も
急
性
期
総
合

体
制
加
算
に
お
い
て
も
設
定

さ
れ
て
い
る
。

　
診
療
報
酬
改
定
２
０
２
６

は
高
齢
社
会
で
あ
る
こ
れ
か

ら
の
日
本
の
医
療
の
方
向
性

を
示
し
て
お
り
、
各
医
療
機

関
は
こ
れ
に
沿
っ
て
変
わ
っ

て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

し
た
。
た
だ
し
、
高
齢
患
者

へ
の
対
応
に
は
職
員
の
サ
ポ

ー
ト
が
必
要
で
あ
り
、
Ｄ
Ｘ

導
入
後
も
人
的
支
援
が
欠
か

せ
な
い
。

　
第
三
に
、
全
国
的
に
普
及

が
遅
れ
て
い
る
電
子
処
方
箋

の
導
入
事
例
で
あ
る
。
円
滑

な
完
全
導
入
を
目
指
し
、
診

療
科
を
限
定
し
て
段
階
的
に

開
始
し
、
薬
局
と
の
情
報
共

有
を
図
る
な
ど
、
様
々
な
工

夫
を
重
ね
て
い
る
。

　
医
療
Ｄ
Ｘ
の
推
進
は
重
要

で
あ
る
が
、
ま
だ
ま
だ
課
題

も
多
い
。
医
療
現
場
の
働
き

方
改
革
と
患
者
サ
ー
ビ
ス
向

上
に
繋
げ
る
た
め
に
は
、
自

院
の
課
題
を
的
確
に
把
握
し
、

Ａ
Ｉ
や
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す

る
際
に
は
人
と
の
共
存
や
工

夫
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
し

て
、
導
入
後
に
は
必
ず
そ
の

効
果
検
証
を
行
い
、
改
善
を

行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
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医
療
計
画
等
に
関
す
る
検

討
会
」（
３
月
３
日
）
の
報

告
が
あ
っ
た
。

【
主
な
協
議
事
項
】

　
①
令
和
８
年
度
「
事
業

計
画
（
案
）」
に
つ
い
て

　
・
病
院
運
営
実
態
分
析

調
査

　
・
海
外
（
ハ
ワ
イ
）
病

院
医
療
視
察
研
修
団
の
派

遣　
②
令
和
８
年
度
「
収
支

予
算
書
（
案
）」
に
つ
い
て

　
③
令
和
８
年
度
「
定
時

総
会
」
決
議
（
素
案
）
に

つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
以
上

　
期
日
　
３
月
13
日（
金
）

　
会
場
　
食
品
衛
生
セ
ン

タ
ー
６
階
「
会
議
室
」

【
主
な
報
告
事
項
】

　
①
日
病
協
「
診
療
報
酬

実
務
者
会
議
」（
２
月
18

日
）

　
中
野
常
務
理
事
か
ら
報

告
が
あ
っ
た
。

　
②
日
病
協
「
代
表
者
会

議
」（
２
月
27
日
）

　
重
井
副
会
長
か
ら
報
告

が
あ
っ
た
。

　
③
望
月
副
会
長
か
ら
の

報
告

　
望
月
副
会
長
よ
り
「
第

12
回
地
域
医
療
構
想
及
び

全
国
公
私
病
院
連
盟

　
　
　
役
員
会
だ
よ
り

期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病

棟
入
院
料
の
「
注
４
」
に
規

定
す
る
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
強
化
体
制
加
算
の

届
出
は
、
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
入
院
料
１

を
算
定
す
る
病
棟
全
体
で
届

け
出
る
の
か
。

【
答
】
そ
の
と
お
り
。
保
険

医
療
機
関
内
の
回
復
期
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
入
院

料
１
を
届
け
出
る
病
棟
全
体

で
届
出
を
行
う
こ
と
。

●
地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
入
院

料
【
問
31
】「
基
本
診
療
料
の

施
設
基
準
等
及
び
そ
の
届
出

に
関
す
る
手
続
き
の
取
扱
い

に
つ
い
て
」（
令
和
８
年
３

月
５
日
保
医
発
０
３
０
５
第

７
号
）
別
添
４
の
第
12
の
１

の
（
３
）
に
お
い
て
、
地
域

包
括
ケ
ア
入
院
医
療
管
理
料

に
専
従
の
理
学
療
法
士
等

は
、
当
該
病
室
を
有
す
る
病

棟
が
算
定
す
る
入
院
料
に
規

定
す
る
専
従
者
と
兼
務
可
能

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、

当
該
病
棟
が
回
復
期
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
で
あ
っ

た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
専

従
の
理
学
療
法
士
等
は
回
復

期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病

棟
の
患
者
に
疾
患
別
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
提
供
し
た

場
合
は
、
各
疾
患
別
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
を
算
定
す

る
こ
と
は
可
能
か
。

【
答
】
算
定
不
可
。
当
該
従

事
者
は
、
地
域
包
括
ケ
ア
入

院
医
療
管
理
料
を
算
定
す
る

患
者
及
び
入
院
医
療
管
理
料

を
算
定
す
る
病
室
を
有
す
る

回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
病
棟
入
院
料
を
算
定
す
る

患
者
に
疾
患
別
リ
ハ
ビ
リ
テ

算
定
す
べ
き
か
。

【
答
】
令
和
８
年
５
月
31
日

以
前
に
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
総
合
計
画
評
価
料
１
又
は

２
を
算
定
し
て
い
た
場
合
に

は
、
同
年
６
月
以
降
は
、
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
総
合
計

画
評
価
料
１
又
は
２
の
２
回

目
以
降
と
し
て
算
定
す
る
。

●
摂
食
嚥
下
機
能
回
復
体
制

加
算

【
問
45
】「
Ｈ
０
０
４
」
摂
食

機
能
療
法
の
注
３
に
規
定
す

る
摂
食
嚥
下
機
能
回
復
体
制

加
算
１
及
び
２
の
施
設
基
準

に
お
け
る
、
摂
食
嚥
下
支
援

チ—

ム
の
言
語
聴
覚
士
が

「
専
従
」
か
ら
「
専
任
」
と

さ
れ
た
が
、「
専
任
の
常
勤

言
語
聴
覚
士
」
は
、
疾
患
別

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
専

従
又
は
専
任
の
言
語
聴
覚
士

を
兼
ね
る
こ
と
は
可
能
か
。

【
答
】
休
日
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
加
算
の
起
算
日
に
相

当
す
る
日
付
が
令
和
８
年
５

月
31
日
以
前
で
あ
っ
て
も
、

当
該
日
付
を
起
算
日
と
考

え
、
６
月
１
日
以
降
、
算
定

要
件
を
満
た
す
日
に
算
定
可

能
で
あ
る
。

●
廃
用
症
候
群
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
料

【
問
40
】「
Ｈ
０
０
１—

２
」

廃
用
症
候
群
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
料
の
対
象
と
な
る
患

者
と
し
て
、
急
性
疾
患
等
に

伴
う
安
静
に
よ
る
廃
用
症
候

群
で
あ
っ
て
、
一
定
以
上
の

基
本
動
作
能
力
等
の
低
下
を

来
し
て
い
る
も
の
と
あ
る

が
、
入
院
中
の
患
者
の
場

合
、
急
性
疾
患
等
に
伴
う
安

静
と
は
、
入
院
後
に
行
わ
れ

る
必
要
が
あ
り
、
入
院
後
に

一
定
の
安
静
期
間
が
な
け
れ

ば
算
定
で
き
な
い
の
か
。

【
答
】
廃
用
症
候
群
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
対
象
患
者

の
要
件
は
「
急
性
疾
患
等
に

伴
う
安
静
」
で
あ
り
、
必
ず

し
も
入
院
後
の
安
静
期
間
を

要
す
る
も
の
で
は
な
い
。
入

院
前
に
発
症
し
た
疾
患
に
よ

り
入
院
ま
で
に
生
じ
た
安
静

期
間
に
よ
り
、
入
院
時
に
既

に
Ｆ
Ｉ
Ｍ
等
の
要
件
を
満
た

す
廃
用
を
認
め
た
場
合
は
、

入
院
初
日
で
あ
っ
て
も
廃
用

症
候
群
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
料
を
算
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
な
お
、
早
期
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
加
算
の
算
定

可
能
期
間
は
、
廃
用
症
候
群

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
の

算
定
開
始
日
に
よ
ら
ず
、
入

院
日
か
ら
14
日
間
で
あ
る
こ

と
に
留
意
す
る
こ
と
。

●
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
総

合
計
画
評
価
料

【
問
41
】
令
和
８
年
度
診
療

し
た
患
者
が
対
象
で
あ
る
。

【
問
47
】
特
別
食
加
算
の
対

象
と
な
る
嚥
下
調
整
食
は
、

硬
さ
、
付
着
性
、
凝
集
性
等

の
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
を
計
器
等

で
測
定
し
、
一
定
の
基
準
を

満
た
す
必
要
が
あ
る
か
。

【
答
】
計
器
等
で
の
測
定
は

不
要
だ
が
、
嚥
下
調
整
食
に

係
る
責
任
者
が
品
質
管
理
を

行
う
こ
と
。

【
問
48
】
嚥
下
訓
練
の
た
め

に
ゼ
リ
ー
等
の
嚥
下
訓
練
食

品
を
提
供
し
た
場
合
や
、
嚥

下
調
整
食
と
経
管
栄
養
を
併

用
し
て
い
る
場
合
も
、
特
別

食
加
算
は
算
定
で
き
る
か
。

【
答
】
患
者
に
必
要
な
栄
養

量
が
、
１
食
の
献
立
と
し
て

常
食
で
提
供
さ
れ
る
場
合
と

同
等
に
確
保
で
き
て
い
な
い

嚥
下
調
整
食
は
算
定
で
き
な

い
。

ー
シ
ョ
ン
を
提
供
し
て
も
算

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

●
在
宅
患
者
支
援
病
床
初
期

加
算
（
略
）

●
生
活
習
慣
病
管
理
料（
略
）

●
重
症
患
者
搬
送
加
算

【
問
35
】「
Ｃ
０
０
４
」
救
急

搬
送
診
療
料
の
「
注
４
」
に

規
定
す
る
重
症
患
者
搬
送
加

算
の
施
設
基
準
に
お
け
る

「
関
係
学
会
に
よ
り
認
定
さ

れ
た
施
設
」
と
は
、
具
体
的

に
は
何
を
指
す
の
か
。

【
答
】
現
時
点
で
は
、
日
本

集
中
治
療
医
学
会
認
定
集
中

治
療
施
設
を
指
す
。

●
訪
問
看
護
指
示
料
（
略
）

●
小
児
科
外
来
診
療
料
、
小

児
か
か
り
つ
け
診
療
料
及

び
在
宅
が
ん
医
療
総
合
診

療
料
（
略
）

●
疾
患
別
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン

【
問
38
】
令
和
８
年
度
診
療

報
酬
改
定
に
お
い
て
、
休
日

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
加
算

が
新
設
さ
れ
る
と
と
も
に
、

週
当
た
り
に
お
け
る
療
法
士

の
上
限
単
位
数
が
１
０
８
単

位
で
あ
る
こ
と
が
改
め
て
示

さ
れ
た
が
、
１
週
間
の
単
位

は
、
第
１
部
初
・
再
診
料
通

則
で
定
め
る
単
位
と
同
様
か
。

【
答
】
そ
の
と
お
り
。
日
曜

日
か
ら
土
曜
日
ま
で
を
週
の

単
位
と
す
る
。

●
休
日
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
加
算

【
問
39
】
令
和
８
年
度
診
療

報
酬
改
定
に
て
休
日
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
加
算
が
新
設

さ
れ
た
が
、
令
和
８
年
５
月

31
日
以
前
に
入
院
し
、
同
年

６
月
１
日
以
降
も
入
院
し
て

い
る
患
者
に
対
し
て
当
該
加

算
を
算
定
す
る
場
合
、
起
算

日
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば

よ
い
か
。

【
答
】
摂
食
嚥
下
支
援
チ—

ム
の
業
務
に
支
障
が
な
い
範

囲
で
あ
れ
ば
差
し
支
え
な
い
。

●
入
院
時
食
事
療
養
等
に
係

る
特
別
食
加
算
（
嚥
下
調

整
食
）

【
問
46
】
特
別
食
加
算
に
お

け
る
嚥
下
調
整
食
の
対
象
と

な
る
「
摂
食
機
能
又
は
嚥
下

機
能
が
低
下
し
た
患
者
」
と

は
、
内
視
鏡
下
嚥
下
機
能
評

価
や
嚥
下
造
影
に
よ
り
嚥
下

機
能
の
低
下
が
確
認
で
き
る

者
に
限
ら
れ
る
か
。

【
答
】
内
視
鏡
下
嚥
下
機
能

評
価
や
嚥
下
造
影
は
必
須
で

は
な
い
が
、
医
師
、
看
護
師
、

言
語
聴
覚
士
、
管
理
栄
養
士

等
の
多
職
種
で
評
価
を
行
う

等
に
よ
り
、
適
切
な
栄
養
量

及
び
内
容
を
有
す
る
嚥
下
調

整
食
が
必
要
で
あ
る
と
医
師

が
判
断
し
、
食
事
箋
を
発
行

報
酬
改
定
に
お
い
て
、「
Ｈ

０
０
３—

２
」
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
総
合
計
画
評
価
料

１
及
び
２
に
つ
い
て
、「
２

回
目
以
降
の
場
合
」
が
新
設

さ
れ
た
が
、
他
の
保
険
医
療

機
関
で
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
総
合
計
画
評
価
料
を
算
定

し
た
後
に
転
医
（
転
院
又
は

退
院
を
含
む
）
し
、
自
院
で

同
一
の
疾
患
に
つ
い
て
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
計
画

書
を
作
成
し
た
場
合
は
、「
初

回
の
場
合
」
と
「
２
回
目
以

降
の
場
合
」
の
い
ず
れ
の
点

数
を
算
定
す
れ
ば
よ
い
か
。

【
答
】
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
総
合
計
画
評
価
料
１
及
び

２
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、

当
該
保
険
医
療
機
関
に
お
い

て
同
一
の
疾
患
に
対
す
る
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
実
施

に
あ
た
り
初
め
て
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
総
合
計
画
評
価

料
を
算
定
す
る
場
合
は
、
他

の
保
険
医
療
機
関
で
の
算
定

の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、「
初

回
の
場
合
」
と
し
て
算
定
す

る
。

【
問
42
】
令
和
８
年
度
診
療

報
酬
改
定
に
お
い
て
、「
Ｈ

０
０
３—

２
」
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
総
合
計
画
評
価
料

１
に
つ
い
て
「
２
回
目
以
降

の
場
合
」
が
新
設
さ
れ
た

が
、
例
え
ば
脳
梗
塞
の
再
発

に
よ
り
脳
血
管
疾
患
等
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
起
算
日

が
再
設
定
さ
れ
た
場
合
な

ど
、
同
一
疾
患
に
つ
い
て
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
起
算

日
が
再
設
定
さ
れ
た
後
に
、

再
度
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

総
合
計
画
評
価
料
を
算
定
す

る
際
は
、「
初
回
の
場
合
」
と

「
２
回
目
以
降
の
場
合
」
の

い
ず
れ
の
点
数
を
算
定
す
れ

ば
よ
い
か
。

【
答
】
同
一
の
疾
患
別
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
で
あ
っ

て
も
、
新
た
な
疾
患
の
発
症

や
疾
患
の
再
発
・
急
性
増
悪

等
に
よ
っ
て
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
起
算
日
が
再
設
定
さ

れ
、
改
め
て
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
総
合
実
施
計
画
書
を

作
成
・
評
価
等
を
行
っ
た
場

合
に
は
、「
初
回
の
場
合
」
を

算
定
す
る
。

【
問
43
】
令
和
８
年
度
診
療

報
酬
改
定
に
お
い
て
、
診
療

録
に
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
実
施
計
画
書
又
は
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
総
合
実
施
計

画
書
の
写
し
に
説
明
日
及
び

説
明
者
の
記
載
が
な
い
場
合

は
診
療
録
に
記
載
す
る
こ
と

と
さ
れ
た
が
、
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
実
施
計
画
書
又
は

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
総
合

実
施
計
画
書
を
説
明
し
た

後
、
説
明
の
内
容
も
診
療
録

に
記
載
す
る
必
要
が
あ
る
か
。

【
答
】
不
要
。た
だ
し
、当
該

計
画
書
の
説
明
を
行
っ
た
際

に
、
患
者
か
ら
当
該
計
画
に

対
す
る
意
見
等
、
特
に
記
載

す
べ
き
事
項
が
あ
る
場
合
は
、

診
療
録
に
記
載
す
る
こ
と
。

【
問
44
】
令
和
８
年
度
診
療

報
酬
改
定
で
、「
Ｈ
０
０
３

—

２
」
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
総
合
計
画
評
価
料
１
及
び

２
に
つ
い
て
「
２
回
目
以
降

の
場
合
」
が
新
設
さ
れ
た

が
、
令
和
８
年
５
月
31
日
以

前
に
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

総
合
計
画
評
価
料
１
又
は
２

を
算
定
し
、
同
年
６
月
１
日

以
降
に
再
度
同
じ
区
分
の
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
総
合
計

画
評
価
料
の
算
定
要
件
を
満

た
し
た
場
合
は
、「
初
回
の

場
合
」
と
「
２
回
目
以
降
の

場
合
」
の
い
ず
れ
の
点
数
を

〰
〰

〰
〰

〰
〰

〰
〰

〰

２
面
か
ら
つ
づ
く

全国公私病院連盟の会員病院向け保険制度のご案内

「ハラスメント」 「雇用問題」に対する備えは万全ですか？

雇用上の差別・各種ハラスメント・不当解雇等、雇用慣行に関連

する賠償請求のケースは多岐に渡ります。

また、雇用慣行賠償リスクはマネジメントレベルの管理では防ぎき

れない性質が強く、有事の際の費用や、対応体制の構築も同時

にご検討されることをおすすめします。

労働災害補償制度とは別に、民法上の責任が発生した

場合の高額補償に備えませんか？

労働災害に認定された場合であって、その災害について事業主

の過失をめぐって争われるような場合は、民法上の損害賠償責

任が問題となるケースが増えています。

保険期間：2025 年 11 月 1 日～2026 年 11 月 1 日

※いつからでも中途加入が可能です。

★ 保険の詳しい内容は、パンフレットを「全国公私病院連盟
ホームページ（https://www.byo-ren.com）」の

「保険のご案内」に掲載しておりますのでご欄ください。
右記のＱＲコードからのアクセスも可能です。

SJ25-09325 2025/11/04

損害保険ジャパン 株式会社

〒160-8338 東京都新宿区西新宿 1-26-1

TEL 03-3349-5113

受付時間：平日の午前 9 時から午後 5 時まで

< お 問 合 せ 先 >

取扱代理店 引受保険会社

株式会社 公私病連共済会

〒111-0042 東京都台東区寿 4-15-7

食品衛生センター7階

TEL 03-5830-6193 FAX 03-5830-6194

受付時間：平日の午前 9 時から午後 5 時まで

理事会のもよう


